
解体工事における
リスクコミュニケーション

ストップ ザ アスベスト西宮



はじめに

アスベストは飛散しやすく、いつ曝露を受けたか
気づく者はいない

飛散させないための予防策を事前に
徹底的に検討協議

弱者である住民や作業員の権利を
どのように守るのか



アスベストによる健康被害

アスベストはＷＨＯではグループ１の
発がん性物質に分類

中皮腫は３年生存率が３割と極めて悪質
肺がんは集計されていない

肺がん検診の受診を促す



事例１：Ｓ学院短大の例
１０棟 1965～1988年建設 １０か月間に及ぶ解体工事



通学路に隣接

画像引用：Googleストリートビュー（2009.11）

通学路



半径１ｋｍ内に小学校４、中学校３、高校３あり
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事業主 、解体業者に対する不信

アスベストについての説明への疑義

多量の粉塵

無届で解体された学生寮

解体作業の実体



無届で解体された学生寮

画像引用：Googleストリートビュー（2010.2）



西宮市に対する不信

アスベスト無と差し替えられた調査票を黙認

立ち入り検査時には建物の内装材は
ほとんど撤去済み

9号館のダクトからアスベストパッキンを発見

設計図書によるアスベスト使用を指摘

設計図書や９号館の調査すらせず
「アスベストは無い」と結論付けている



リスクコミュニケーション問題１

住民の準備不足

自治会の関与なし

工事協定なし

工事途中で説明会の開催が拒否された
時点で、工事を中断させるべきであった



リスクコミュニケーション問題２

大気汚染防止法による権限不作為

住民による調査でアスベストを発見し証拠として提示した
が、市は「調査するつもりはない、アスベストは無い」との
態度を変えず

市による調査を自治会に依頼するも否決

住民の基本的人権が侵害されようとしている事態に至り、
裁判提起を決断した



事例２：Ｓ学院中・高等部の例

７棟 1960～1992年建設 現在解体中

画像引用：Googleマップ



自治会が主体となり協議、本会と情報交換

工事協定書に、求めに応じて
情報開示や工事中断を明記

業者は設計図書を参考に事前調査を実施



リスクコミュニケーション問題３

ストップザアスベスト西宮

事業主、解体業者

情報開示を求めたが・・・

西宮市

情報公開請求し協議

事業者は、本会からの情報開示の求めに応じなかっ
たため、市に情報公開請求し協議したが・・・



リスクコミュニケーションについての考察



１ 住民側の条件

しかし、現在自治会が機能していないところも多く、交渉にあたる組織
づくりが最初の課題となる

住民は設計図書などを解体前に確認することができず、業者や行政
に適切な工事を期待することしかできない現実

事例２では、自治会が先頭にたって交渉することにより、情報開示や
工事中断を協定書に明記させた

設計図書は客観性を有し、情報を共有するには不可欠である



２ 地方自治体の条件

真相が解明されないままで住民の基本的人権が侵害される事態に至
り、裁判を提起せざるを得なかった

議会で取り上げて、調査や検討会を設けるなどが出来なかったのか?

住民の安全、安心を確保するために、行政や議会がアスベストについ
ての問題意識を高めることが先決である。

今後、ますますアスベスト除去を含む解体工事が増加し、地方自治体
がまちづくりを考えるとき、避けては通れない問題である。



アスベストを飛散させないために

住民への
情報公開

徹底した
事前調査

適切な
除去作業

アスベストを飛散
させない仕組みの構築

設計図書に基づく徹底した事前調査

規制を遵守した適切な除去作業

近隣住民への情報公開の徹底



住民の立場で解体工事に伴うアスベスト
飛散問題に取り組み、将来健康被害で苦
しむ人が一人でも少なくなる事を願って
います。


